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地域・職域連携推進事業開始の背景 



H25 日本再興戦略におけるデータヘルス計画開始 
H26 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会  
    に「健康日本21（第２次）推進専門委員会」を設置 
         ⇒ 健康日本21（第２次）の進捗を確認し着実に推進 
H29 ９月 
    第10回健康日本21（第２次）推進専門委員会 
         ⇒ 各目標項目の目標値と現在の状況を踏まえ、中間 
             評価報告書骨子案を検討 
             新たな目標値、目標達成へ向けた取り組みを促進   
          していくための方策について協議 
H30  ６～７月 健康日本21 （第2次） 中間評価報告書案の 
       最終審議  
       第２期 データヘルス計画 
H34  健康日本21（第２次） 最終評価予定  

1980 

1990 

2000 

2012 

S53～ 第１次国民健康づくり運動 

      健康診査の充実 

      市町村保健センター等の整備 

      保健師などのマンパワーの確保 
 

S63～ 第２次国民健康づくり運動 

～アクティブ８０ヘルスプラン～ 

運動習慣の普及に重点をおいた対策 

（運動指針の策定、健康増進施設等の整備の推進、等） 

 

H12～ 第３次国民健康づくり運動  

～健康日本２１～ 

   １次予防の重視 

   健康づくり支援のための環境整備 

   具体的な目標設定とその評価 

   多様な実施主体間の連携 

 

H15 健康増進法の施行 
H17 メタボリックシンドローム診断基準の策定 
    (日本内科学会等、８学会による合同基準) 
H17 今後の生活習慣病対策の推進について  
    （中間とりまとめ） 
H18 医療制度改革関連法の成立 
H19 健康日本21中間評価報告書 
H20 特定健康診査・特定保健指導 開始    
H23 健康日本21最終評価報告書 
    「スマート・ライフ・プロジェクト」開始  
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2017 

 我が国における健康づくり運動の流れ 

H25～ 第４次国民健康づくり運動  

   ～健康日本２１（第２次）～ 

H29 ９月：第２次 中間評価 骨子案発表 

       

     



健康の増進に関する基本的な方向性 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）  
の予防） 

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に
関する生活習慣の改善及び社会環境の改善 

  
厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推
進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 
 

健康増進法 第７条 

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 
(健康日本21(第２次)) 厚生労働省告示第四百三十号 
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健康日本21（第２次）の概要 



国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 
(健康日本21(第２次)) 厚生労働省告示第四百三十号 

健康日本21（第２次）における地域・職域に関係する告示 

第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項 

二  計画策定の留意事項  
          健康増進計画の策定に当たっては、次の事項に留意する必要がある。  
       １    都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者、健康づくりに  
    取り組む企業、民間団体等の一体的な取組を推進する観点から、都道府県健康増進計 
    画の策定及びこれらの関係者の連携の強化について中心的な役割を果たすこと。この 
    ため、都道府県は、健康増進事業実施者、医療機関、企業の代表者、都道府県労働局 
    その他の関係者から構成される地域・職域連携推進協議会等を活用し、これらの関係 
    者の役割分担の明確化や連携促進のための方策について議論を行い、その結果を都 
    道府県健康増進計画に反映させること。   

第五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項 

 各保健事業者は、質の高い保健サービスを効果的かつ継続的に提供するため、特定健康診
査・特定保健指導、がん検診、労働者を対象とした健康診断等の徹底を図るとともに、転居、転
職、退職等にも適切に対応し得るよう、保健事業の実施に当たって、既存の組織の有効活用の
ほか、地域・職域連携推進協議会等が中心となり、共同事業の実施等保健事業者相互の連携
の促進が図られることが必要である。（以下、省略） 

（平成24年７月10日公布、平成25年4月1日施行） 
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健康情報と 
保健事業を 

共有 

これら 
問題解決 
のために・・・ 
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地域・職域連携推進事業の背景 

健康増進法・労働安全衛生法・健康保険法 

高齢者の医療の確保に関する法律等にて行われ、 

制度間のつながりが明確でない。 

【青壮年層を対象にした保健事業】 

生活習慣の改善 ＝ 個人の主体的な健康づくり 

への取り組みが必要。 

【急速な高齢化と生活習慣病の増加】 

地域保健・職域保
健で抱える対象者
の健康情報が異な
り、継続した保健

指導が困難 

生涯を通じて継続
した健康管理支援

が必要 

 地域全体の健康状況が把握できない 
 退職後の保健指導が継続できない 

【青壮年層を対象とした保健事業における課題】 
働き盛り世代 

からの 
継続した保健事業

が必要 

連携 

地域保健 

職域保健 



地域保健と職域保健における 

「連携」とは・・・ 

 

  

 

 

健康教育、健康相談、健康情報等を共有化し、 
より効果的、効率的な保健事業を展開すること 

地域・職域連携推進協議会 

P（計画や目標
値の設定） 

D 
（実施） 

C 
（評価） 

A 
（見直し、更新） 

互いの情報
を出し合う 

課題を 
明確にする PDCAサイクル 
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連携の基本的な考え方 
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地域・職域連携によるメリット 

１） 連携により地域保健情報に、職域保健情報を加えて検討することにより、地域全体の 
   健康課題がより明確になる。 
 
２） 生涯を通じた継続的な健康支援を受けることができる。 
 
３） 健康課題に沿った、個人ニーズへの幅広い対応が可能となり、対象者にとって保健サービス 
   の量的な拡大になる。 
 
４） 生活の場である地域を核として、就業者を含めた家族の健康管理を、家族単位で共通の 
   考え方に沿って指導ができることにより、保健指導の効果を上げることができる。 
 
５） 地域保健と職域保健が共同で事業等を行うことにより、整合性のとれた保健指導方法の 
   確立ができ、保健事業担当者の資質の向上につながる。 
 
６） 地域保健における保健事業の活用により、事業者による自主的な健康保持増進活動の 
   推進がより容易になり、就業者の健康の保持、増進が図れるようになり、生産性の向上に 
   寄与できる。特に、小規模事業所等の就業者の健康増進が推進される。 
 
７） 地域と職域が共通認識を持ち、健康づくりを推進することは、健康日本21の推進に資すると 
   共に、生活習慣病が予防できることにより、将来的に医療費への影響が考えられる。 

地域・職域連携推進事業ガイドライン－改訂版－より 



 地域保健法第４条に基づく基本指針及び健康増進法 

第９条に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査 

の実施等に関する指針において、地域と職域の連携推 

進にあたり、関係機関等から構成される協議会等の設 

置が位置づけられた。 

○都道府県及び２次医療圏単位に設置 

○地域・職域連携共同事業（連携事業）の企画・実施・評価等の中核的役
割を果たす。 

○各地方公共団体の健康増進計画（健康日本２１地方計画）の推進に寄
与することを目的とする。 
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地域・職域連携推進協議会設置の根拠法 



参考 

○地域保健法第４条に基づく基本方針（最終改正：平成24年7月31日厚生労働省告示第464号） 

 （地域保健対策の推進に関する基本的な指針より抜粋） 
 第六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項 
  四 地域保健、学校保健及び産業保健の連携 
   １ 地域保健と産業保健の連携を推進するため、保健所、市町村等が、医療機 
    関等、健康保険組合、労働基準監督署、地域産業保健センター、事業者団 
    体、商工会等の関係団体等から構成する連携推進協議会を設置し、組織間の 
    連携を推進すること。 
 
○健康増進法第９条に基づく健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に 
   関する指針（厚生労働省告示第242号） 

 （健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針より抜粋） 
 第三 健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に 
    関する事項 
  ７ （省略）地域・職域の推進に当たり、健康診査の結果等に関する情報（以下「健 
   診結果等情報」という。）の継続、健康診査の実施等に係る資源の有効活用、自 
   助努力では充実した健康増進事業の提供が困難な健康増進事業実施者への 
   支援等の観点から有益であるため、関係機関等から構成される協議会等を設 
   置すること。 10 
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地域保健 都道府県担当課、保健所、市町村                             等 

職域保健 

事業所の代表          産業保健総合支援センター 
都道府県労働局         健康保険組合連合会                 
共済組合連合会                         農業・漁業組合連合会 
商工会議所・商工会連合会                                                               等       

その他関係機関 

医療機関（健診機関等）     労働衛生機関（予防医学協会等） 
国民健康保険団体連合会    都道府県医師会 
都道府県歯科医師会             都道府県薬剤師会 
都道府県看護協会                 都道府県栄養士会 
社会保険協会                          大学・研究機関              等 

●構成メンバー 

都道府県協議会の役割 

• 各関係者の実施している保健事業等の情報交換、分析及び第三者評価 
• 都道府県における健康課題の明確化 
• 都道府県健康増進計画や特定健康診査等実施計画等に位置づける目標の

策定、評価、連携推進方策等の協議 
• 各関係者が行う各種事業の連携促進の協議及び共同実施                    等 
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地域保健 保健所、市町村                                                             等 

職域保健 

事業所                                    労働基準監督署 
地域産業保健センター        国民健康保険組合 
健康保険組合                       共済組合                                 
商工会議所・商工会            農業・漁業組合                    等                                                          

その他関係機関 

医療機関（健診機関等）     郡市医師会  郡市歯科医師会 
都道府県薬剤師会地区支部     都道府県看護協会地区支部 
都道府県栄養士会地区支部     住民代表     就業者代表 
食生活推進協議会        大学・研究機関               等 

●構成メンバー 

２次医療圏協議会の役割 

• ２次医療圏固有の健康課題の明確化 
• 共通認識として明確化された健康課題に対して、各構成機関・ 団体として担う

べき役割の確認と推進 
• 健康づくりに関する社会資源の情報交換、有効活用、連携、調整 
• 健康に影響を及ぼす地域の環境要因に関する情報交換、方策の協議、調整 
• 具体的な事業の企画・実施・評価等の推進及び事業に関する広報            
                                                 等 



地域・職域連携の概念図 

国 

ワーキンググループ 

２次医療圏協議会 

保健所 

地域医師会等 

市町村 
医療機関 
健診機関 

地区組織 
NPO・ボランティア 

地域産業保健センター 

健康保持増進サービス機関 

住民代表・就業者代表 

協同組合 

労働基準 
監督署 

事業所 

商工会議所 
商工会 

健保組合 
政管健保 
共済組合 

都道府県協議会 

薬剤師会 

歯科医師会 

看護協会 

栄養士会 

都道府県 
産業保健推進センター 

医師会 

都道府県社会保険協会 

２次医療圏協議会関係者 

保険者協議会代表 労働局 

事業者代表 

都道府県 

地域・職域連携推進事業ガイドライン－改訂版－より出典 

教育・研究機関 

13 



新規計画 
改善計画 

ＷＧ内の自由な発想での討論 

地域・職域保健についての現状分析 
  既存資料の分析 
  調査等による現状・ニーズの把握 

関連する諸条件を整理 
  保健資源（保健サービス提供者・プログラム） 
  社会資源（予算、場所、広報・・） 
  労働環境・事業者の考え 

情報（資料）収集、学識者の助言 
モデル事業、先進地の成果を参考 

連携事業の検討・提案 

  連携内容の具体化 
  実施計画の作成 

連携事業の共同実施 

新しい課題・ニーズの発見 

計
画
の
手
直
し 

連
携
事
業
の
見
直
し 

   組織の評価 
   実施計画の評価 
   効果の評価 

地域・職域連携の意義の確認 
保健事業に関する共通理解 

 WG立ち上げ・委嘱 
 

   アイデアを発想 
   連携事業リストアップ 
   ラフなイメージ作成 

 連携事業の決定 
 WGを中心とした実行委員会設置 

課題の明確化・目標設定 

地域・職域連携推進協議会設置 

主に推進協議会に関すること 

ワーキンググループ（WG） 

ア
イ
デ
ア
に
満
足
せ
ず 

組織の見直し 
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地域・職域連携事業企画の流れ 

地域・職域連携推進事業ガイドライン－改訂版－より出典 



都道府県地域・職域連携推進協議会 

〈職域〉 
・労働局 
・事業者代表 
・産業保健総合 
 支援センター 
・商工会議所・商工   
 会連合会  

        等  

〈地域〉 
・都道府県 
・保健所 
・福祉事務所 
・精神保健福  
 祉センター 
・市町村 

      等 

〈関係機関〉 
・医師会 
・歯科医師会 
・薬剤師会 
・看護協会 
・保険者協議会 
・医療機関 

       等 

２次医療圏地域・職域連携推進協議会 

〈地域〉 
・保健所 
・市町村 
・住民代表 
・地区組織 

     等 

〈職域〉 
・事業所 
・労働基準監督署 
・商工会議所 
・健保組合 
・地域産業保健 
 センター    

          

〈関係機関〉 
・医師会 
・医療機関 
・ハロー 
   ワーク 

     等 

地域・職域連携により実施する保健事業等に
ついて企画・立案、実施・運営、評価等を行う 
事業者等の協力の下、特定健診・特定保健指
導等の総合的推進方策の検討 等 

主な事業内容 

地域・職域連携推進事業 

特定健診・保健指導の結果データ等を基に、管
内の事業の評価・分析 
特定健診・特定保健指導、各種がん検診等の受
診率向上のための情報収集・共有 
事業所におけるメンタルヘルス対策 
地域の実情に合わせた共同事業の検討・実施 

主な事業内容 
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平成30年度 地域・職域連携推進事業  
概算要求額：61百万円 

等 

等 



 地域・職域連携推進関係者会議 
へ向けた事前調査概要 



【調査目的】 

 「地域・職域連携推進事業ガイドライン-改訂版-（平成19年３月地域・職域連携支援検討会）」により実施されている事業の課題及
びその推進方策を検討することを目的に、各自治体における地域・職域連携推進協議会（以下、「協議会」とする。）の実施状況を
把握した。 
 

【実施期間】 

 平成29年９月４日～平成29年９月24日 
 

【対象及び回収率】 

 各地域・職域連携推進事業担当者（以下、「担当者」とする）に回答を依頼 

 

 

 

 

【調査項目】 
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1. 協議会設置状況・開催状況 
2. 協議会の取り組みにおける課題の有無 
3. 健康課題の明確化へ向けた取り組み状況について※ 

              ※ 別添参考資料の設問（１）～（11）は、都道府県、２次医療圏・保健所、保健所設置市・特別区へ共通して調査した。 
                   （12）は都道府県にのみ、（13）・（14）は２次医療圏・保健所にのみ調査した。 

地域・職域連携推進関係者へ向けた 
事前調査概要 

• 都道府県：47/47 （回収率100％） 
• ２次医療圏・保健所：330/344※ （回収率100％）  

• 保健所設置市 （74）・特別区 （23）：  97/97 （回収率100％） 

4. 地域・職域連携推進事業ガイドラインの活用状況について 

※２次医療圏・保健所に向けた調査票は、協議会を設置している２次医 
  療圏・保健所へと配布してもらうよう都道府県の担当者に依頼した。 



 地域・職域連携推進協議会の 
開催状況について 
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 地域・職域連携推進協議会の 
取り組みにおける課題の有無 
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 都道府県協議会の取り組みにおける課題 
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2 
未回答 
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 ２次医療圏協議会の取り組みにおける課題 
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 保健所設置市・特別区協議会の取り組みにおける課題 
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 健康課題の明確化へ向けた 
取り組み状況について（抜粋） 



16 （34.8％） 

110 （33.3％） 

5 （21.7％） 

30 （65.2％） 

216 （65.5％） 

18 （78.3％） 

4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• ２次医療圏協議会ごとに現状や事業報告をしてもらうようにし
ており、収集・整理していく段階で、同一の項目と独立した項
目とを把握するようにしている。 

• 保険者協議会と連携し、各組織のデータを収集する体制を整
備し、把握できるようになったが、まだ一部だと認識している。 

• 予算、マンパワーの問題から、各組織が保有するデータまで把握して
いない。 

• 地域や事業所において、優先される健康課題が異なるため、都道府
県協議会で取り上げた健康課題に関するデータを収集し、同一項目
の判別という視点で把握していない。 

２
次
医
療
圏 

• 特定健康診査や特定保健指導実施率等、同一の項目につい
ては把握している。 

• ２次医療圏協議会の職域側の構成員からデータ提供を受け、
同一のものとそうでないものを把握している。 

• 各組織（保険者団体や事業所）が保有しているデータの詳細について
把握できていないため。 

• 保有するデータの情報交換を行う場を設定できていないため。 

保
健
所
設
置

市
・特
別
区 

• 各組織からの事業概要や事業実施後の報告を受ける際に、
共通したデータとそうでないものについて把握している。 

• 健康課題に関するデータ収集は各組織で行っているため、把握して
いない。 

• 各組織が保有するデータを収集する体制が整っていないため。 
25 

 （３） 各組織（地域、職域ごと）の保有するデータのうち、 
                      同一のものとそうでないものについて把握している 



取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 都道府県協議会にデータの分析や事業の評価のための専門
委員会を設置し、健康課題の把握及び要因に関する情報を共
有している。 

• 都道府県協議会として、都道府県と保険者とで包括的なデー
タ共有の協定を組み、各保健所で分析・活用できるよう体制を
整備している。 

• 健康課題の共有はしているが、課題の分析から具体的な方向性を示す
まで取り組んでいないため。 

• 都道府県協議会では、健康課題の要因分析までは行えないため。 

２
次
医
療
圏 

• ２次医療圏協議会を開催する前に、事前アンケートを２次医療
圏協議会の構成組織へと配布し、要因把握と共有化を図って
いる。 

• 健康課題を明確化、共有した後に、市町村担当者と話し合い
の場を持ち要因の把握に努めている。 

• 地域における特徴（アルコール摂取率が高い等）や健診結果等について
把握しているが、健康課題を明確化していないため。 

• 職域側の要因把握まで取り組んでいないため。 

• 集約したデータから健康課題について捉えてはいるが、要因抽出に至る
までの分析ができていないため。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 組織ごとに健康課題を共有し、それぞれが要因について分析
を行い把握している。 

• 組織ごとの健康課題の関連要因まで収集していないため。 

• 健康課題の要因については、協議会ではなく市・区の所管部署で把握し
ており、保健所設置市・特別区協議会では把握していないため。 

17 （37％） 

136 （41.2％） 

7 （30.4％） 

29 （63％） 

192 （58.2％） 

16 （69.6） 

2 
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取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 
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 （５） 明確化された健康課題について、各組織（地域、職域ごと）における 
                                        要因を把握している 



取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 健康増進計画を展開する上で、既に設置されている分科会等
を活用し、具体的な方向性を検討していくワーキンググループ
としている。 

• 都道府県協議会の組織として部会や分科会を設置し、健康課
題の分析や取り組むべき具体的な方針を検討するワーキング
グループとしている。 

• ２次医療圏ごとに健康課題は異なるため、分析や事業展開の方向性に
関する議論を、都道府県協議会では行っていない。 

• がん対策やメンタルヘルス対策等、それぞれの事業に関する会議体が
設けられているため、ワーキンググループの必要性を認識していない。 

２
次
医
療
圏 

• ワーキンググループとして発展はしていないものの、市町村担
当者との打ち合わせの機会を持つ等して健康課題を共有化し、
事業化へ向けて取り組んでいる。 

• 保険医療協議会等、別の会議において地域・職域連携につい
ても検討しており、合同設置している協議会において地域・職
域連携事業の部会を設けている。 

• 健康課題の分析から、重点的に取り組むべき課題（糖尿病や
脳血管系疾患予防等）に合わせて、ワーキンググループを設置
している。 

• 予算、マンパワーの問題から取り組めていないため。 

• ２次医療圏協議会では情報交換や分析に関する助言をもらうことを目的
としているため。 

• 健康課題を明確化する過程において、ワーキンググループを複数回開
催したが、現在は開催していない。 

• 必要に応じてワーキンググループを単年のみ設置する等しているため、
常設はしていない。 

保
健
所
設
置

市
・特
別
区 

• 保健所設置市等協議会にて推進していく事業を効果的、効率
的に遂行するため、担当する部会を設置している。 

• がん対策や歯科口腔保健等、事業ごとに部会を設置しており、
併せて地域・職域連携事業に関しても検討している。 

• 具体的な事業展開へ向けたワーキンググループの設置については、構
成員から合意が得られていない。 

16 （34.8％） 

89 （27%） 

8 （34.8%） 

30 （65.2%） 

240 （72.7%） 

15  （65.2%） 

1 （0.03%） 
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未回答 
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 （９） 健康課題を分析することを目的に、ワーキンググループを設置している 



 地域・職域連携推進事業 
ガイドラインの活用状況について 



（１）協議会における取り組みを行う中で、ガイドラインを活用していますか。 

42 

（91%） 

4 

（9%） 

都道府県 （N=46） 

229 

（69%） 

101 

（31%） 

２次医療圏 （N=330） 

19 

（83%） 

4 

（17%） 

保健所設置市・特別区 （N=23） 

活用している 

活用していない 

ガイドラインを活用していない理由 

 ・ガイドラインに沿った内容の協議会運営をしていないため 
  ／協議会を他の会議と合同で設置しているため 

 ・協議会の運営が軌道に乗っているため 

 ・ガイドラインの内容が昨今の現状に合わないため 

 ・協議会設立時のみ活用した 

 ・ガイドラインが作成されていることを知らなかった 

（２）ガイドラインを活用していない理由をお答えください。 
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１．地域・職域連携推進事業ガイドライン-改訂版-（平成19年３月）の活用状況について 
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都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

（３）ガイドラインを活用している項目を教えてください。 

ガイドラインをどのような場面で活用していますか。 

 ・協議会の運営に活用している。 

 ・構成団体のメンバー選定に活用している。 

 ・構成団体へ会議の概要や目的を説明するときに活用している。 

 ・連携事業の企画立案に活用している。 

 ・自治体内部での説明資料として活用している。（事業説明や概算要求など） 
30 

２．地域・職域連携推進事業ガイドライン-改訂版-（平成19年３月）の活用状況について 



１ 目的 
 地域・職域連携推進事業は、現在ほぼ全ての都道府県、２次医療圏域で展開されているが、地域の健康課題の明確化や連携事業の評価
が不十分なままに事業を展開しているところも多い。そこで、２次医療圏域で実施する地域・職域連携推進事業の地域課題の明確化及び活
性化につなげるための、連携推進プログラム及びその運用マニュアルを作成することを目的とする。 
 

２ 研究期間 

 平成29年４月１日～平成32年３月31日 （３年計画） 

 

３ 研究内容 

 平成29年度 連携の推進要因の検討と地域健康課題明確化ツールの開発 

          ・地域・職域連携推進事業に関わる関係機関に全国的な調査研究を行うことで連携事業の推進要因を 
           明らかにする。 
          ・医療保険者などが保有する情報を入力することで、データを統合し、健康課題の明確化につながる 
           課題明確化ツールを開発する。 
  平成30年度 プログラム試作版の開発と実施協力先の開発 
          ・平成29年度の調査より、事業の推進・活性化を目指したモデルプログラム試作版を作成し、実証研究を 
           行うための準備をする。 
  平成31年度 プログラムと運用マニュアルの実証研究 
          ・実証研究の実施、評価、及びモニタリングを行う。また、モニタリングで聴収した意見を質的分析し、 
           プログラム公開版及び運用マニュアルを作成する。 
 

４ 研究組織 
   ◎荒木田 美香子 国際医療福祉大学 教授 
    柴田 英治 愛知医科大学 教授 
    巽 あさみ 浜松医科大学 教授 
    横山 淳一 名古屋工業大学 准教授 
    前田 秀雄 公益財団法人東京都医学総合研究所・渋谷保健所 健康推進部長兼保健所長 
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 １．地域・職域連携推進関係者会議 
へ向けた事前調査概要 

3 



【調査目的】 

 「地域・職域連携推進事業ガイドライン-改訂版-（平成19年３月地域・職域連携支援検討会）」により実施されている事
業の課題及びその推進方策を検討することを目的に、各自治体における地域・職域連携推進協議会（以下、「協議会」と
する。）の実施状況を把握した。 
 

【実施期間】 

 平成29年９月４日～平成29年９月24日 
 

【対象及び回収率】 

 各地域・職域連携推進事業担当者（以下、「担当者」とする）に回答を依頼 

 

 

 

 

【調査項目】 

 

4 

1. 協議会設置状況・開催状況 
2. 協議会の取り組みにおける課題の有無 
3. 健康課題の明確化へ向けた取り組み状況について※ 

         ※ 後述参考資料の設問（１）～（11）は、都道府県、２次医療圏・保健所、保健所設置市・特別区へ共通して調査した。 
             （12）は都道府県にのみ、（13）・（14）は２次医療圏・保健所にのみ調査した。 

地域・職域連携推進関係者へ向けた 
事前調査概要 

※２次医療圏・保健所に向けた調査票は、協議会を設置している２次医 
  療圏・保健所へと配布してもらうよう都道府県の担当者に依頼した。 

• 都道府県：47/47 （回収率100％） 
• ２次医療圏・保健所：330/344※ （回収率100％）  

• 保健所設置市 （74）・特別区 （23）：  97/97 （回収率100％） 

4. 地域・職域連携推進事業ガイドラインの活用状況について 



 ２．地域・職域連携推進協議会の 
設置状況・開催状況について 

5 
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239 
(72%) 

50 
(15%) 
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同で設置している 
設置していない 

以前は設置して

いた 

保健所設置市・特別区（N=97） 都道府県協議会（N=47） 

協議会を設置していない主な理由 
 
【保健所設置市・特別区】 
• ２次医療圏協議会が設置されているため。 
• 他の協議会にて議題の一部として取り扱っているため。 

• 特別区においては、２次医療圏単位に複数の区が組み
込まれているため、合同での協議会となると運営が難し
いため。 
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協議会の設置状況 



25 

（53%） 

22 

（47%） 

２次医療圏ごと 

保健所ごと 

２次医療圏協議会の設置単位について都道府県へと聴取した結果 

２次医療圏・保健所協議会 
の設置単位（N=47） 

２次医療圏数また 
は保健所数と 
２次医療圏 
協議会数が 

一致しない自治体 
（全10自治体） 

２次医療圏または保健所数と
協議会数の比較（N=10） 

【協議会数が２次医療圏または保健所数より少ない自治体】 

 協議会を設置していない保健所において、管内の町において漁協・
町関係者等と「漁師の健康を考える会」を立ち上げる等、状況に応
じた地域・職域の連携を図ることとしているため。 

 ２箇所の保健所が合同で協議会を設置しているため。 

 健康福祉センター協議会の協議事項に地域・職域に関する事項を
含める等して、開催しているため。 

 各保健所ごとに設置することが望ましいと考えているが設置できて
いない。 

 医療圏の区域と保健所管轄市町村の区域が異なり、保健所管轄区
域での協議会を優先しているため。 

 

 地域の実情に応じて、設置している保健所と設置していない保健所
があるため。 

 ひとつの２次医療圏において、県保健所が廃止されたため。 
 
【協議会数が２次医療圏または保健所数より多い自治体】 

• 地域特性を踏まえた健康課題の把握及び連携方策を検討するた
め、保健所に加え支所でも開催しているため。 

• 県内の２保健所では、圏域が広範囲であるため、保健所と保健部そ
れぞれで協議会を設置しているため。 
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２次医療圏協議会の設置単位の状況 

協議会数が一致しない主な理由 

8 

（80%） 

2 

（20%） 

協議会が２次医療圏数または保

健所数より少ない自治体 

協議会数が２次医療圏数または

保健所数より多い自治体 



2 3 3 3 4 6 
9 9 10 10 10 12 14 15 16 

0 0 0 1 1 
3 

3 3 3 3 3 
5 

6 
7 7 

0
2.5

5
7.5
10

12.5
15

17.5
20

22.5
25

~H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

保健所設置市・特別区 

協議会（N=23/97） 

単独設置 合同設置 

1 4 10 16 18 24 
62 

133 
166 186 201 207 213 216 219 221 236 239 

3 5 5 7 9 13 18 

23 
28 

30 32 35 36 39 44 46 48 
50 

0

50

100

150

200

250

300

350

不明 ~H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

２次医療圏協議会（N=289/330（41無回答）） 単独設置 合同設置 
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協議会の設置数推移 
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協議会の設置時期推移 
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 ３．地域・職域連携推進協議会の 
取り組みにおける課題の有無 
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課題がある 課題がない N=46 
 都道府県協議会の取り組みにおける課題 

12 

未回答 
2 

(4.3%) 



 都道府県協議会の取り組みにおける課題 

設問 主な課題 

各関係者の実施 

している保健事業等
の情報交換、 

分析及び第三者評価
における課題 

• 都道府県協議会での活動が情報交換や共有に留まっており、分析過程まで進んでいない。 

• 事務局が都道府県となってしまうことが多く、職域側である保険者団体の抱える課題に焦
点を当てたいが、上手く情報が把握できない。 

• 都道府県協議会の構成委員（以下、「構成員」とする。）が頻回に集まることができる日の
調整が困難であるため、会議の開催回数が限られ結果的に情報共有に留まっている。 

• 第三者評価については、委託先の事業所が少ないことや評価項目まで設定できていない
ことにより、検討できていない。 

都道府県健康増進計
画や特定健康診査等
実施計画等に位置づ
ける目標の策定、評
価、連携推進方策等
の協議における課題 

• 地域・職域連携事業の具体的な目標値を盛り込めていない。 

• 地域・職域連携事業も連動した健康増進計画等、目標の策定やデータ分析及び評価方
法の確立が難しい。 

• 構成員の中で、目標及び達成プロセスの共有が十分にできない。 

• 協議会の職域側の関係団体にとっては、健康増進計画等に地域・職域連携事業の目標
や評価指標を位置づけることへの意義が薄いため、協議することへの理解を十分に得ら
れない。 

各関係者が行う各種
事業の連携促進の協
議及び共同実施にお
ける課題 

• 構成員が多岐に渡り、協議会を複数回開催しようとすると日程調整が難しい。 
• 具体的な連携事業や共同実施に関する検討ができない。 

• 構成員が所属する組織との連携事業になってしまうことが多く、都道府県協議会として明
確化した健康課題に沿って、実施できない。 

• 事業の連携や共同実施を推進していくための部会等の組織整備ができない。 
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 都道府県協議会の取り組みにおける課題 

設問 主な課題 

事業者の協力の下、
特定健診・特定保健
指導等の総合的推進
方策の検討における
課題 

• 構成員によって特定健康診査（以下、「特定健診」とする。）の受診率向上について必要性
の認識に差がある。 

• 特定健診受診率や特定保健指導実施率に関する構成員の問題意識を向上できるような、
事務局側のデータ分析や分析結果の提示方法といったスキルが、十分に備わっていない。 

• 事業主が特定保健指導対象者を把握できていないこともあり、地域の保健事業担当者の
支援も十分に行き届いていない。 

• 組織や団体における優先課題が異なるため、特定健診や特定保健指導に関する議論が
優先されない。 

協議会の取り組みの
広報、啓発における
課題 

• 予算の問題で大々的に広報ができない。 
• 効果的・効率的な広報・啓発活動の知識や技術が不足している。 
• 都道府県協議会に構成されている組織に対する広報活動に留まっており、広く広報活動

していない。 

その他協議会におけ
る課題（人員、キー
パーソン、アドバイ
ザーの存在、予算等） 

• 予算、マンパワー不足により分析や連携推進に係る検討ができない。 

• 分析や評価、具体的に事業展開していくうえで、専門的知識や技術を提供してくれる大学
の教員等の人材や機関を確保できない。 

14 



203 
(61.5%) 

202 
(61.2%) 

223 
(67.6%) 

258 
(78.2%) 

174 
(52.7%) 

207 
(62.7%) 

125 
(37.9%) 

119 
(36.1%) 

101 
(30.6%) 

69 
(20.9%) 

148 
(44.8%) 

113 
(34.2%) 

2 
(0.6%) 

9 
(2.7%) 

6 
(1.8%) 

3 
(0.9%) 

8 
(2.5%) 

10 
(3.1%) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

健
康
づ
く
り
に
関
す
る
 

社
会
資
源
の
情
報
交
換
、

有
効
活
用
、
連
携
、
調
整

 

健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
 

地
域
の
環
境
要
因
に
関
す

る
情
報
交
換
、
方
策
の
 

協
議
、
調
整

 

具
体
的
な
事
業
の
企
画
・

実
施
・
評
価
等
の
推
進
及

び
事
業
に
関
す
る
広
報

 

２
次
医
療
圏
域
の
市
町

村
、
事
業
所
へ
の
支
援

 

協
議
会
の
取
り
組
み
の
 

広
報
・
啓
発

 

そ
の
他
（
人
員
、
キ
ー
パ
ー

ソ
ン
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

存
在
、
予
算
等
）
 

課題がある 課題がない 未回答 N=330 

 ２次医療圏協議会の取り組みにおける課題 
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 ２次医療圏協議会の取り組みにおける課題 

設問 主な課題 

健康づくりに関する社
会資源の情報交換、
有効活用、連携、調
整における課題 

• 圏域内の社会資源について全て把握していない。 
• 社会資源に関する情報交換に留まり、有効活用や連携、調整に関する議論はしていない。 

• 構成員が所属する組織との連携が主となってしまい、圏域内の地域や職域へと働きかけ
ることができない。 

健康に影響を及ぼす
地域の環境要因に関
する情報交換、方策
の協議、調整におけ
る課題 

• 健康に影響を及ぼす地域の環境要因について、情報交換に留まっており、方策の協議や
調整までしていない。 

• 圏域内の市町村数によっては、事業所も多様で様々な背景を抱えているため、共通の課
題や対策を抽出することが難しい。 

• 中小規模事業所の環境について把握できていないことも多く、地域の環境要因がどのよう
に影響しているのか分析していくことが難しい。 

具体的な事業の企
画・実施・評価等の推
進及び事業に関する
広報における課題 

• 具体的な事業の企画や実施、評価等の推進という観点から広報について協議していない。 
• 予算やマンパワーの問題から、広報活動は行っていない。 

• 若い世代への広報活動が弱く、特に中小規模の事業所においては浸透させていくのが難
しい。 
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 ２次医療圏協議会の取り組みにおける課題 
設問 主な課題 

２次医療圏の市町村、
事業所への支援にお
ける課題 

• マンパワー不足により、全ての市町村・事業所の支援ができない。 
• 地域や事業所により優先される健康課題は異なるため、個別支援になりがちである。 

• 中小規模の事業所が多様なため、職域側がどのような支援を必要としているのか把握で
きない。 

協議会の取り組みの
広報、啓発における
課題 

• 予算の問題から、広く広報できない。 
• 広報活動による効果判定のための指標設定が難しい。 
• 広報活動による効果が見据えることができず、広報ができない。 
• 構成員が所属する組織への広報に留まっている。 

• 中小規模が多い地域を圏域内に抱えている２次医療圏協議会では、事業所隅々まで広
報活動ができない。 

 

その他協議会におけ
る課題（人員、キー
パーソン、アドバイ
ザーの存在、予算等） 

• 予算やマンパワーの問題から、データ分析や事業展開の方法について助言してくれる人
材の確保ができない。 

• 協議会の運営について、職域側の理解が十分に得られていない。 
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課題がある 課題がない N=23 
 保健所設置市・特別区協議会の取り組みにおける課題 
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 保健所設置市・特別区協議会の取り組みにおける課題 
設問 主な課題 

健康づくりに関する社会
資源の情報交換、有効
活用、連携、調整におけ
る課題 

• 社会資源を活用した連携事業について検討していない。 

• 地域保健分野が主体となった連携事業が多く、職域側にどのように参画してもらうか難し
い。 

健康に影響を及ぼす地
域の環境要因に関する
情報交換、方策の協議、
調整における課題 

• 職域側のデータ共有における理解を得るのに時間を要する。 
• 環境要因に関する情報交換は行っていない。 

具体的な事業の企画・実
施・評価等の推進及び事
業に関する広報における
課題 

• 地域・職域双方における広報活動の効果を判定する指標の設定が難しい。 
• 効果的・効率的な広報・啓発活動の知識や技術が不足している。 

事業所への支援におけ
る課題 

• 事業所において優先される事項が必ずしも健康課題ではないため、理解のある事業所へ
の個別支援になってしまう。 

• 全ての事業所への支援は難しいため、効果的に事業を展開していくための方法が分から
ない。 

協議会の取り組みの広
報、啓発における課題 

• 効果的・効率的な広報・啓発活動の知識や技術が不足している。 

その他協議会における
課題（人員、キーパーソ
ン、アドバイザーの存在、
予算等） 

• 構成員が毎年度交代制になっている等、組織によって体制が異なるため、構成員の選定
と引継ぎに大きな労力を要する。 

• 構成員が変更することにより、継続した議論が難しく情報共有が主となる。 

 19 



 ４．健康課題の明確化へ向けた 
取り組み状況について 
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取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 国や都道府県が健康増進計画として作成した資料を、都道
府県協議会向けに修正し、健康課題の共有を図っている。 

• 特定健診受診率や特定保健指導実施率といった全国比較
が可能な指標で具体的に提示し、受診勧奨へと結びつけて
いる。 

• 都道府県の健康増進計画と平行して地域・職域連携事業を
展開しており、都道府県協議会において改めてグラフ化する
等の資料化は、行っていない。 

２
次
医
療
圏 

• 国民健康保険データベースや健康保険協会からの健康状況
に関するデータを収集している。 

• 都道府県が提示するデータヘルス計画と照会しながら、各評
価指標をグラフ化している。 

• 全国、都道府県、２次医療圏のデータを比較できるようグラフ
化している。 

• 自治体立の衛生研究所や大学等が健康づくり対策の効果や
研究事業の結果を共有してくれるため、改めて資料化はしてい
ない。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 健康増進計画に沿った各指標に関連させ、達成状況をグラ
フ化する等している。 

• 公衆衛生の専門家を呼び、健康課題を明確化・共有化し、連
携して事業展開することの効果を教授してもらっている。 

• データ収集が不十分のため、比較可能な形で提示していない。 

協議会の参加者が所属する団体へ、健康課題を明確化することについて共通理解を図るために、 
健康課題明確化によって得られる効果を表やグラフ等を使って説明している 

35 （76.1％） 

218 （66.1％） 

12 （52.2％） 

11 （23.9％） 

111 （33.6％） 

11 （47.8％） 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

（１） 
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取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• データを提供してもらえる組織（健康保険協会や労働局等）
から、収集し取り組んでいる。 

• データは各保健所からの報告から、職域側に関しては保険
者協議会と連携し、保険者ごとに収集・整理している。 

• 特定健診に関わるデータを収集し、分析している。 

• データ共有ができる体制が整備さていないため。 
• 職域側が抱えるデータ収集が難しいため。 

２
次
医
療
圏 

• データヘルス計画で挙げられていた項目について、収集可
能な保険者からデータを収集、整理している。 

• 都道府県協議会が各保険者団体からデータを収集し、同一
の項目について管轄内の事業所からデータ収集を行ってい
る。 

• ２次医療圏における事業所の規模や職種が多岐に渡り、事業
所ごとにデータ収集するのが困難なため。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 国民健康保険データベースや健康保険協会からデータ提
供を受け、整理している。 

• 保健所管内において調査票を配布し、地域・職域双方が抱
えるデータの種類について把握している。 

• 保健所設置市等協議会を保険者協議会や他の会議と合同設置
しているため、保健所設置市等協議会の機能としてデータ収集
を位置づけていないため。 

• 構成員が所属する組織ごとにデータ収集を行っており、事務局
として把握、整理していないため。 

• 一部地域においては、特定健診受診者の多くが健康保険組合
員であり、住民票も当該自治体には属していないため、自治体
として職域側からデータの提供を受けることが困難なため。 

    各組織（地域、職域ごと）の保有するデータを収集、整理している 

37 （80.4％） 

203 （61.5％） 

10 （43.5％） 

9 （19.6％） 

127 （38.5％） 

13 （56.5） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

（２） 
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     各組織（地域、職域ごと）の保有するデータのうち、 
                   同一のものとそうでないものについて把握している 

16 （34.8％） 

110 （33.3％） 

5 （21.7％） 

30 （65.2％） 

216 （65.5％） 

18 （78.3％） 

4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• ２次医療圏協議会ごとに現状や事業報告をしてもらうように
しており、収集・整理していく段階で、同一の項目と独立した
項目とを把握するようにしている。 

• 保険者協議会と連携し、各組織のデータを収集する体制を
整備し把握できるようになったが、まだ一部だと認識している。 

• 予算、マンパワーの問題から各組織が保有するデータまで把
握していない。 

• 地域や事業所において、優先される健康課題が異なるため、
都道府県協議会で取り上げた健康課題に関するデータを収集
し、同一項目の判別という視点で把握していない。 

２
次
医
療
圏 

• 特定健診や特定保健指導実施率等、同一の項目について
は把握している。 

• ２次医療圏協議会の職域側の構成員からデータ提供を受け、
同一のものとそうでないものを把握している。 

• 各組織（保険者団体や事業所）が保有しているデータの詳細に
ついて把握できていないため。 

• 保有するデータの情報交換を行う場を設定できていないため。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 各組織からの事業概要や事業実施後の報告を受ける際に、
共通したデータとそうでないものについて把握している。 

• 健康課題に関するデータ収集は各組織で行っているため、把
握していない。 

• 各組織が保有するデータを収集する体制が整っていないため。 

（３） 
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    各組織（地域、職域ごと）の健康課題に関するデータを把握している 

33 （71.7％） 

205 （62.1％） 

7 （30.4％） 

13 （28.3％） 

124 （37.6％） 

16 （69.6％） 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 各組織から提供されるデータから健康課題を把握している。 
• 保険者協議会から提供される特定健診・特定保健指導に関
連したデータに加えて、都道府県健康・栄養調査の結果も
含め健康課題の把握に努めている。 

• 情報共有の体制が整っている組織とのやり取りに留まっており、
各組織の健康課題の把握はしていないため。 

２
次
医
療
圏 

• データヘルス計画の内容や進捗状況等から、健康課題に
関するデータの把握を行っている。 

• 都道府県や国民健康保険団体等の会議や研修会を通して、
２次医療圏協議会に属している組織から健康課題と関連す
る情報を得ている。 

• 職域側の全ての健康課題について把握できていないため。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 保険者のデータヘルス計画や市区の健康増進計画から、
健康課題に関連する各データを把握している。 

• データを収集する体制が整備されていないため。 
• 健康課題が何であるかは把握しているが、関連するデータの把
握まで行っていないため。 

（４） 
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     明確化された健康課題について、各組織（地域、職域ごと）における 
                                          要因を把握している 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 都道府県協議会にデータの分析や事業の評価のための
専門委員会を設置し、健康課題の把握及び要因に関する
情報を共有している。 

• 都道府県協議会として、都道府県と保険者とで包括的な
データ共有の協定を組み、各保健所で分析・活用できるよ
う体制を整備している。 

• 健康課題の共有はしているが、課題の分析から具体的な方向性
を示すまで取り組んでいないため。 

• 都道府県協議会では、健康課題の要因分析までは行えないため。 

２
次
医
療
圏 

• ２次医療圏協議会を開催する前に、事前アンケートを２次
医療圏協議会の構成組織へと配布し、要因把握と共有化
を図っている。 

• 健康課題を明確化、共有した後に、市町村担当者と話し合
いの場を持ち要因の把握に努めている。 

• 地域における特徴（アルコール摂取率が高い等）や健診結果等
について把握しているが、健康課題を明確化していないため。 

• 職域側の要因把握まで取り組んでいないため。 

• 集約したデータから健康課題について捉えてはいるが、要因抽
出に至るまでの分析ができていないため。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 組織ごとに健康課題を共有し、それぞれが要因について
分析を行い把握している。 

• 組織ごとの健康課題の関連要因まで収集していないため。 

• 健康課題の要因については、協議会ではなく市や区の所管部署
で把握しており、保健所設置市等協議会では把握していないた
め。 

17 （37％） 

136 （41.2％） 

7 （30.4％） 

29 （63％） 

192 （58.2％） 

16 （69.6） 

2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

（５） 
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     各組織（地域、職域ごと）が保有するデータを収集、整理したうえで、 
                               各組織それぞれの健康課題を把握している 

25 （54.3％） 

137 （41.5％） 

4 （17.4％） 

21 （45.7％） 

192 （58.2％） 

19 （82.6％） 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 都道府県協議会で、各組織の健康課題や要因分析の結果
について報告（情報提供）してもらっている。 

• 地域の健康課題は、保健所単位で報告してもらい把握して
いる。 

• 特定健診データの分析結果により保険者別に健康課題を
把握している。また、標準化死亡比等の調査結果も含めて、
地域特性を把握するよう努めている。 

• 予算、マンパワーの問題から各組織の健康課題の把握まで行
えていないため。 

• データを収集、整理する体制が整っていないため。 
• 中小規模事業所の種類や数が多岐に渡り、それぞれの健康課
題の把握は困難であるため。 

２
次
医
療
圏 

• ２次医療圏協議会を通して、構成組織における健康課題に
ついて把握している。特定健診結果等、共通して収集でき
るデータを優先的に市町村単位で収集し把握している。 

• 予算、マンパワーの問題から各組織の健康課題の把握まで行
えていないため。 

• 職域側のデータや健康課題に関する情報提供が得られず、把
握できていないため。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 協議会の場において、構成員から所属する組織の健康問
題について情報提供してもらい、把握している。 

• 協議会の構成員からの健康課題に関する報告に留まっており、
組織ごとの把握はできていない。 

（６） 
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     設置主体毎の健康課題に関するデータを全国や他の自治体のデータと比較 
                       （管轄自治体全体、性・年齢階級別等）して把握している 

39 （84.8％） 

235 （71.2％） 

5 （21.7％） 

7 （15.2％） 

94 （28.5％） 

18 （78.3％） 

1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 健康増進計画の中間評価や医療計画の評価に合わせて、
全国的なデータと比較して把握するようにしている。 

• 国民健康保険データベースやナショナルデータベースを活
用し、比較検討した上で把握している。 

• 比較検討した結果から、都道府県版の健康指標や全国と
比較ができるような標準化死亡比マップを作成し、アウト
プットしている。 

• 比較検討の観点から、データ収集を行っていないため。 

２
次
医
療
圏 

• 都道府県、他の２次医療圏との比較に加え、全国規模で
のデータとも比較を行い、把握している。重点的な課題（妊
婦の喫煙率や脳血管系疾患の罹患率等）について、２次
医療圏ごとのデータと比較し、把握している。 

• 各統計データをまとめ、保健所発信の情報として毎年デー
タ公表をしている。 

• 都道府県が公表しているデータは得やすく比較はしているが、他
の同規模の２次医療圏のデータが公表されておらず、情報の収
集ができていないため。 

• 同都道府県にある２次医療圏と連携ができていないため。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 国や都道府県のデータと比較して、把握するようにしてい
る。 

• 他の２次医療圏と比較し、把握するようにしている。 

• 他市・区と比較することを見据えた成果指標として設定していな
いため。 

• 協議会の構成組織の状況や保有する情報についても十分に把
握できていないため。 

（７） 
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     取り組むべき健康課題の優先順位を決めている 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 健康増進計画の目標とすり合わせながら、地域・職域が連携し
て取り組むことができる健康課題を決めている。 

• 全国や他県とのデータと比較し、健康課題に関連する要因に
関する値が、平均値に達していない事象に重点的に取り組む
等、優先順位を決めている。 

• 循環器疾患の予防を重点的に行う等、生活習慣の改善の細項
目を決めて、健康課題に取り組むようにしている。 

• 各組織の健康課題を十分に把握できていないため。 
• 取り組むべき健康課題からではなく、取り組みやすい健康課
題から取り組んでいるため、一般的に優先度が高いと判断さ
れる項目に取り組めていないため。 

• 予算、マンパワーの問題から、自然と取り組める健康課題が
決まるため。 

２
次
医
療
圏 

• 健康増進計画に沿って、取り組むべき優先順位を決定してい
る。 

• 管轄圏域の健康寿命や特定健診の受診率等、データを比較・
分析した結果から取り組む健康課題を決めている。 

• 取り組むべき健康課題を決定するために、２次医療圏協議会
とその部会にて、合意形成を行っている。 

• 健康課題を明確化できていないため。 
• 管轄内の市町が多く、市町や職域世代によって健康課題が
異なるため、優先順位を決めることが難しい。 

• ２次医療圏協議会の構成組織で取り組むことができそうな健
康課題から取り組んでいるため、健康課題の優先順位を決
めていない。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 健康増進計画の重点分野や強化分野の取り組みに合わせて、
優先順位を検討している。 

• 保健所設置市等協議会の構成組織から、重点事業を提起して
もらい、優先順位を当該協議会で検討している。 

• 健康課題の明確化ができた段階のため、今後取り組む優先
順位の検討までできていないため。 

• 複数の要因から形成されている健康課題に対して、取り組む
優先順位を決めるのが難しく、取り組めていない。 

31  （67.4%） 

226  （68.5%） 

12  （52.2%） 

15  （32.6%） 

104  （31.5%） 

11  （47.8%） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

（８） 
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     健康課題を分析することを目的にワーキンググループを設置している 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 健康増進計画を展開する上で、既に設置されている分科会等
を活用し、具体的な方向性を検討していくワーキンググループ
としている。 

• 都道府県協議会の組織として部会や分科会を設置し、健康課
題の分析や取り組むべき具体的な方針を検討するワーキング
グループとしている。 

• ２次医療圏ごとに健康課題は異なるため、分析や事業展開
の方向性に関する議論を、都道府県協議会では行っていな
い。 

• がん対策やメンタルヘルス対策等、それぞれの事業に関す
る会議体が設けられているため、ワーキンググループの必要
性を認識していない。 

２
次
医
療
圏 

• ワーキンググループとして発展はしていないものの、市町村担
当者との打ち合わせの機会を持つ等して健康課題を共有化し、
事業化へ向けて取り組んでいる。 

• 保険医療協議会等、別の会議において地域・職域連携につい
ても検討しており、合同設置している協議会において地域・職
域連携事業の部会を設けている。 

• 健康課題の分析から、重点的に取り組むべき課題（糖尿病や
脳血管系疾患予防等）に合わせて、ワーキンググループを設
置している。 

• 予算、マンパワーの問題から取り組めていないため。 

• ２次医療圏協議会では情報交換や分析に関する助言をもら
うことを目的としているため。 

• 健康課題を明確化する過程において、ワーキンググループを
複数回開催したが、現在は開催していない。 

• 必要に応じてワーキンググループを単年のみ設置する等し
ているため、常設はしていない。 

保
健
所
設
置

市
・特
別
区 

• 保健所設置市等協議会にて推進していく事業を効果的、効率
的に遂行するため、担当する部会を設置している。 

• がん対策や歯科口腔保健等、事業ごとに部会を設置しており、
併せて地域・職域連携事業に関しても検討している。 

• 具体的な事業展開へ向けたワーキンググループの設置につ
いては、構成員から合意が得られていない。 

16 （34.8％） 

89 （27%） 

8 （34.8%） 

30 （65.2%） 

240 （72.7%） 

15  （65.2%） 

1 （0.03%） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

（９） 
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     健康課題を共有化するために分析したデータをまとめるとともに、考えられる 
                    健康課題の抽出を行い、資料化している（例：媒体の作成等） 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 健康増進計画の概要説明に含めて、自治体のホームページ
に掲載している。 

• パワーポイントテキストや保健関連指数を地図上に分布し色
分けした資料等を配布・公表している。 

• 健康課題を明確化できていないため。 
• 地域・職域それぞれのデータの把握ができていないため、資
料作成まで至っていない。 

２
次
医
療
圏 

• ２次医療圏協議会の資料として、健康課題に関するデータの
経年変化や健康増進計画で提示されている指標に合わせて
資料化している。 

• 資料化して、ホームページでの公表やパンフレット及びリーフ
レットの配布等を行っている。 

• 健康課題を明確化していくための調査（塩分摂取傾向調査や
働く世代対象の健康調査アンケート等）結果を、パンフレットや
リーフレットとして資料化し、配布している。 

• 各事業所に出張して健康講座を行うため、資料化している。 

• ２次医療圏協議会において、データ分析や健康課題の明確化
ができていないため。 

• ２次医療圏協議会の機能として、情報共有や意見交換を主な
目的としているため。 

• ２次医療圏協議会の構成組織に関する健康課題やその事業
に取り組んできたため、健康課題を共有するという視点で資
料化はしてこなかった。 

保
健
所
設
置

市
・特
別
区 

• 働く世代や被扶養者等、広報する対象も考えながら資料を作
成している。 

• パンフレットやリーフレットを作成し、資料化している。 

• 保健所設置市等協議会の活動が情報共有中心になっている
ため、資料化はしていない。 

33 （71.7%） 

200 （60.6%） 

14  （60.9%） 

13 （28.3%」） 

129 （39.1%） 

9  （39.1%） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

（10） 

30 

1 



     保健活動に関する社会資源の一覧表を各団体へ配布している 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 糖尿病予防等、生活習慣病予防に焦点をあてたリーフ
レットを作成し、配布している。 

• 禁煙外来一覧や市町村のウォーキングマップといった地
域特性も交えた一覧を作成し、インターネット上で公表し
ている。 

• 都道府県としてインターネット上に掲載しているため、都道府県協
議会としては配布していない。 

• 社会資源の整理ができていないため。 

２
次
医
療
圏 

• 健康増進計画に関わる社会資源（禁煙外来一覧や受動
喫煙防止飲食店等）について一覧にし、配布している。 

• 把握している情報を、ポスター掲示やパンフレットとして
公開している。 

• ２次医療圏協議会として、インターネット上に情報公開で
きるよう仕組みを作り、住民が閲覧できるようにしている。 

• 予算やマンパワーの問題から、取り組めていない。 
•  圏域の社会資源を把握しきれていないため。 

• 過去に資料の配布という形で取り組んだが、明らかな効果が認め
られなかったため。 

保
健
所
設
置
市 

・特
別
区 

• 地域・職域それぞれの取り組みを盛り込んだリーフレット
を作成し、社会資源に関する情報も入れている。 

• 保健活動に関する社会資源としてまとめていないため。 

• 既存の一覧表を配布しており、地域・職域連携事業として取り組ん
でいないため。 

16  （34.8%） 

125  （37.9%） 

11  （47.8%） 

30  （65.2%） 

205  （62.1%） 

12  （52.2%） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

（11） 
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     各２次医療圏協議会で抽出された健康課題から、都道府県単位の 
                                            健康課題を把握・整理している 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

２
次
医
療
圏 

• 年度末等、定期的に健康課題に関するデータと事業報告を
行っている。 

• ２次医療圏協議会にて、資料を用い事業報告を行っている。 

• ２次医療圏協議会で、データ収集・分析が十分にできていな
いため。 

• 都道府県への報告体制が、２次医療圏協議会の開催内容に
ついて報告する体制となっているため、分析したデータと共
に報告していない。 

27 （58.7%） 19 （41.3%） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県 取り組んでいる 

取り組んでいない 

195 （59.1%） 134 （40.6%） 1 （0.3%） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2次医療圏 
取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

都
道
府
県 

• 年度末等、定期的に報告してもらう時期を決め、都道府県協議
会の場を利用する等して、各２次医療圏協議会から年間計画
や活動の報告をしてもらっている。 

• 報告、共有してもらった情報から都道府県全域の健康課題を
整理する材料としている。 

• ２次医療圏協議会で抽出された健康課題を、都道府県として
取りまとめるまでに体制整備していないため。 

• ２次医療圏における健康課題が異なっているため、都道府県
単位の健康課題として連動させていない。 

     ２次医療圏で考えられる健康課題を、分析したデータと共に都道府県へ報告している 

（12） 

（13） 
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     ２次医療圏域の市町村へ、分析したデータの結果と考えられる 
                                      健康課題について還元している 

取り組んでいる内容 取り組んでいない理由 

２
次
医
療
圏 

• 市町村担当者も２次医療圏協議会の構成員として参画してい
るため、２次医療圏協議会の会議中に情報共有を行っている。 

・ ２次医療圏協議会として、データ分析や健康課題の明確
化を行えていないため。 

・ 市町村と２次医療圏協議会との間で、情報共有の体制が
整備されていないため。 

・ 健康課題を明確化していく過程で、主に市町村の国民健
康保険団体のデータヘルス計画から情報を収集している
ため、還元していない。 

195 （59.1%） 134 （40.6%） 1 （0.3%） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2次医療圏 
取り組んでいる 

取り組んでいない 

未回答 

（14） 
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 ５．地域・職域連携推進事業 
ガイドラインの活用状況について 

34 



（１）２次医療圏協議会における取り組みを行う中で、ガイドラインを活用していますか。 

地域・職域連携推進事業ガイドライン-改訂版-（平成19年３月）の活用状況について 

42 

（91%） 

4 

（9%） 

都道府県（N=46） 

229 

（69%） 

101 

（31%） 

２次医療圏（N=330） 

19 

（83%） 

4 

（17%） 

保健所設置市・特別区（N=23） 

活用している 

活用していない 

ガイドラインを活用していない理由 

 ・ガイドラインに沿った内容の協議会運営をしていないため 
  ／協議会を他の会議と合同で設置しているため 

 ・協議会の運営が軌道に乗っているため 

 ・ガイドラインの内容が昨今の現状に合わないため 

 ・協議会設立時のみ活用した 

 ・ガイドラインが作成されていることを知らなかった 

（２）ガイドラインを活用していない理由をお答えください。 
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地域・職域連携推進事業ガイドライン-改訂版-（平成19年３月）の活用状況について 
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都道府県 

2次医療圏 

保健所設置市・特別区 

（３）ガイドラインを活用している項目を教えてください。 

ガイドラインをどのような場面で活用していますか。 

 ・協議会の運営に活用している。 

 ・構成団体のメンバー選定に活用している。 

 ・構成団体へ会議の概要や目的を説明するときに活用している。 

 ・連携事業の企画立案に活用している。 

 ・自治体内部での説明資料として活用している。（事業説明や概算要求など） 
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